
令和7年9月26日 
 

ピコティ東館（イオン北小金店） 
大規模小売店舗立地法 変更届出内容のお知らせ 

 

大規模小売店舗立地法第6条第2項の規定により令和7年9月3日付けをもって届出をした下記の大規模小売店舗に係る変更についてお知らせいた

します。 

                       

【大規模小売店舗の名称及び所在地】 

  名 称：ピコティ東館   所在地：千葉県松戸市小金字天王脇1番地 
 

【変更内容】 

●大規模小売店舗の施設の配置に関する事項 

駐車場の位置及び収容台数 駐輪場の位置及び収容台数 

 
位置 変更前 変更後 

B1F駐車場 87台 92台 
B2F駐車場 104台 45台 
平面駐車場 15台 ---台 

合計 206台 137台 
 

 
位置 変更前 変更後 

駐輪場Ａ 0台（従業員用） ---台【届出外】 
駐輪場Ｂ 270台 105台 
駐輪場Ｃ 100台 102台 
駐輪場Ｄ 50台 30台 
駐輪場Ｅ 30台 60台 

合計 450台 297台 
 

 

●大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項 

来客が駐車場を利用することができる時間帯 駐車場の自動車の出入口の数及び位置 

 
位置 変更前 変更後 

B1F駐車場 
午前6時00分～翌午前0時00分 

B2F駐車場 
平面駐車場 午前6時00分～午後10時00分 ---【廃止】 

 

 

 

位置 
変更前 変更後 

入口専用 出口専用 入口専用 出口専用 
B1F駐車場 

1か所 1か所 1か所 1か所 
B2F駐車場 
平面駐車場 1か所 ---【廃止】 

合計 3か所 3か所 
 

 

【変更する年月日】 

令和8年5月4日（予定） 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

連 絡 先 

イオンリテール株式会社 イオン北小金店 人事総務課長 妹尾（せのお） 

電話番号 047-348-3100（受付時間：午前10時から午後5時まで） 

3番街 

〔掲示期間 令和8年1月26日まで〕 


